
    

1 

 

入 札 公 告 

   

桐生みやま園施設新築工事実施設計業務委託について、次のとおり一般競争入札（事後

審査方式）を行いますので公告します。 

なお、本件は一定の資格要件を満たした者によって行われる条件付き一般競争入札にお

いて、入札に参加するために必要な資格の審査を開封後に行う競争入札です。 

 

 令和 6 年 11 月 15 日 

社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会 

会長 髙松富雄 

 

1、入札に付する事項 

（1）委託名称 桐生みやま園施設新築工事実施設計業務委託 

（2）委託場所 376-0041 桐生市川内町 5 丁目 1575 番地 

（3）委託概要 新築工事 (入所支援施設 80 名、ショートステイ 6 名) 

  居 住 棟：鉄筋コンクリート造平屋建て 

  厨 房 棟：鉄筋コンクリート造平屋建て 

機械室 棟：鉄骨造平屋建て 

地域交流棟：鉄骨造平屋建て 

  延床面積 ：  3,443.38 ㎡ 

  敷地面積 ：12,497.37 ㎡ 

（川内北小学校跡地 10,923.27 ㎡・水泳プール跡地 1,574.10 ㎡） 

（4）委託内容 建築、電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、付帯工事の設計業務 

（5）建物用途 障害者福祉施設 

（6）履行期限 契約締結日から 令和７年 6 月 30 日（月）まで 

（7）入札方法   ① 入 札 方 法：一般競争入札（条件付き）    

② 予 定 価 格：78,270,000 円（税抜き） 

③ 最低制限価格：無 

➃ 入札保証金：免除 

（8）参加形態 単体企業 

 

2、入札に参加するものに必要な資格  

次に掲げる条件を全て満たすものであること。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

あること。 
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（2）本件入札の公告日から落札決定までの期間に「桐生市請負業者等指名停止措置要綱」

に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

（3）令和 6・7 年度群馬県・隣接県コンサルタント業務競争入札参加資格者名簿に建築関

係コンサルタント業務に登載されていること。 

（4）平成 20 年 4 月以降に 2,000 ㎡以上の障害者支援施設等の設計業務について実績があ

ること。 

（5）1 級建築士事務所で事業登録されていること。 

（6）当法人の理事等が役員をしている企業及びその企業と親子関係にないこと。 

 

3、入札参加資格の確認 

（1）入札参加希望者は指定期間までに次の書類を桐生市社会福祉協議会に郵送にて提出

してください。 

①一般競争入札参加資格確認審査申請書(事後審査方式) 

②入札参加資格の業務実績を証明する書類（契約書写し・完了検査済証・図面等） 

➂令和 6・7年度群馬県・隣接県コンサルタント業務競争入札参加資格者名簿に建築関

係コンサルタント業務に登載されている、書類の写し 

➃専任できる技術者の資格を証明する書類・設計業務履歴書の写し各一部提出してく

ださい。提出された書類は、返却いたしません。 

（2）指定期間及び連絡先等 

⑤指定期間 公告日から令和 6 年 12 月 5 日（木）までの 10 時～17 時まで 

⑥場  所 〒376-0006       桐生市新宿 3-3-19 桐生市総合福祉センター内 

⑦連絡 先 社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会 総務課総務係（担当大澤） 

（3）入札参加資格の結果は令和 6 年 12 月 13 日（金）までに「一般競争入札参加資格確

認審査申請書」は事後審査方式のため、暫定的に参加資格「有」にて配達証明で通

知する。 

 

4、設計業務委託 

（1）設計業務委託要項等の閲覧は桐生市社会福祉協議会のホームページに令和 6 年 11 月

15 日（金）10 時から掲載または本協議会の事務所において 10 時～17 時まで閲覧で

きます。 

（2）質疑書の提出は令和 6 年 12 月 5 日（木）17 時までに桐生市社会福祉協議会にファッ

クスにて送信してください。  

（3）質疑回答は入札参加予定者全員に令和 6 年 12 月 13 日（金）17 時までにファックス

にて送信します。 
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5、入札執行の日時及び場所 

（1）入札日時 令和 6 年 12 月 16 日（月）10 時から 

（2）入札場所 桐生市総合福祉センター内 103 会議室（控室：102 会議室） 

 

（3）開札において落札決定を保留し、予定価格以内で最低の価格をもって入札した者を

落札候補者とする 

 

6、落札者の決定 

（1）開札終了後、速やかに落札候補者の入札参加資格の審査を行い、審査の結果、入

札参加資格を有することを確認し落札者を決定する。 

      なお、審査の結果、入札参加資格がないことが確認された場合は、有効な入札を行

った次順位の者の入札参加資格の審査を行い、入札参加資格のある者を確認できる

まで行う。  

（2）落札者は、予定価格以内で最も低い価格で落札した者とする。 

   また、同額の者が２者いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 

（3）初回入札参加者が１者のみの場合においても入札は行う。ただし、この場合、再

入札は行わない。 

(4) 再入札は２回までとする。初回入札に参加しない者は、再入札に参加できない。 

（5）入札不落時の取り扱い 

再入札を行っても落札者がいない場合には、最低価格で入札した者に随意契約の意

思がある場合（最低価格で入札した者に契約締結の意思がない場合には、順次、次

に低い価格で入札した者を対象とする。）下記条件を遵守したうえで、交渉による

随意契約を行う。 

   

条件 1：随意契約であっても契約金額は予定価格の範囲内であること。 

     条件 2：入札に当たっての条件を変えることは認められない。 

  条件 3 : 契約額が確定した場合はその内容を書面にし、事業者及び落札業者が署名捺

印する。 

 

7、入札に関する注意事項 

（1） 入札書に記載する金額は消費税抜きとする。 

（2） 契約に当たっては消費税を加算する。 

 

 

8、契約保証金             無 

 



    

4 

 

9、設計業務の履行保証保険加入     有 

 

10、契約書の作成（落札者が作成する） 要 

 

11、その他 

（1）契約は速やかに締結する事。 

（2）受注者は、設計業務の全部もしくはその主たる部分または他の部分を一括して、 

第三者に委託または委任する事はできない。 

 

12、委託代金の支払いについて 

         前払い金有、中間払い無し、契約金額の 30％以内。残金は完了後支払うものとする。 

 

13、入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、当該入札参加者の入札を無効とする。 

  （1）入札参加資格のない者 

  （2）同一事項に対し 2 以上の入札をした者 

  （3）入札に際し不正の行為があった者 

  （4）入札書に必要な事項を記載しなかった者 

  （5）その他入札に関する条件に違反した者 

 

14、問い合わせ先 

① 場  所 376-0006 桐生市新宿 3-3-19 桐生市総合福祉センター内 

② 連 絡 先  社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会 総務課総務係（担当 大澤） 

・TEL 0277-46-4165  

・FAX 0277-46-4166  

・e-mail kiryu-soumu@be.wakwak.com 

・URL   https://kiryu-csw.net 

 

https://kiryu-csw.net/

